
燃料費、原材料費などの高騰の影響を乗り越えようとする

区内中小企業者の積極的な事業活動を支援するため、

広告宣伝活動費に必要な費用の一部を補助します。

補 助 金 額

上限額40万

補 助 率

３分の２

交付決定日～

令和9年３月5日（金）まで

！！注意！！

令和9年３月5日（金）までに事業
（掲載）終了・納品・支払い（クレジット
カード等による口座引き落とし含む）・
区への実績報告書の提出（※当日消印

有効）をしていただく必要があります。

補助対象期間

令和８年４月27日（月）から

令和9年１月３１日（日）まで

※当日消印有効

申請期間

以下の要件を全て満たす
港区内の事業者が対象となります。

1. 法人については、区内に本店登記があること及
び区内に主たる事業所を有すること。個人事業
者については、区内に事業所を有すること。また、
区内で引き続き２年以上事業を営んでいること。

2. 法人については、法人事業税及び法人都民税を、
個人事業者については、特別区民税及び都民税
（事業所課税）を滞納していないこと。

3. 申請予定の経費で既に、国・都道府県・区市町村
等から重複して助成金又は補助金の交付を受け
ていないこと

4.過去に、本補助金において、「広告宣
伝活動費」の経費で補助金交付を受
けていないこと。

補助対象者

令和８年度 販路拡大支援事業

募 集 に 関 す る 詳 細 は 裏 面 も チ ェ ッ ク ！

港区広告宣伝活動費支援事業補助金



手続きの流れ

対象・対象外経費
販路開拓のために、新たに行う広告宣伝活動に必要な費用
※令和9年３月5日（金）までに事業（掲載）終了・納品・支払い（クレジットカード等による口座引
き落とし含む）・区への実績報告書の提出が必要になります。

〒108-0014 港区芝５-36-４ 札の辻スクエア８階

港区 産業振興課経営支援係

TEL：03-6435-4620（年末年始、祝日除く平日9：00～17：00）

対象経費一例

①チラシ製作費等

デザイン料、チラシ印刷費（増刷を除く）、
のぼり、販促品（販促品単価上限200円
（税抜））等

②広告掲載料等

新聞、雑誌、公共交通機関の広告やオン
ライン上の広告への掲載又は製品等を
案内する印刷物を新聞等へ折込する際
に要する費用等

郵送またはオンラインにて交付申請書一式を提出
※提出書類はホームページをご覧ください。

令和8年４月２7日から令和9年１月３１日【消印有効】

宛先

下記郵送先、「港区広告宣伝活動費支援事業補助金宛」まで

1

交付申請

2

審査・
交付決定通知書

送付
※ 2週間～

１か月程度かかります

3

実績報告
対象事業終了後、
報告書提出

4

審査・
額の確定通知

送付
※ 2週間～

１か月程度かかります

5

補助金の交付

詳細は港区立産業振興セン
ターのホームページをご確認
ください。

問合せ・郵送先

オレンジの部分①③は申請者が行う項目です。

対象外経費一例

・切手の購入費用、通信料、振込手数料等

・名刺

・既存のチラシ等の増刷

・ホームページ作成費

・ランディングページ作成費

・消費税

・交付決定前に実施、経費を支払った費用

・補助対象期間を超えた部分の経費

・掲載料のかからないWEB広告及びそれ

に付随する経費


